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〔
商
法
　
四
一
九
〕

債
務
者
破
産
の
場
合
に
お
け
る
不
動
産
に
対
す
る
商
人
間
留
置

権
（
商
法
五
二
一
条
）①

福
岡
地
判
平
成
九
年
六
月
一
］
日

平
成
七
（
ワ
）
↓
○
↓
し
号
配
当
異
議
事
件

判
例
時
報
一
六
三
二
号
一
二
七
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ス
九
四
七
号
二
九
七
頁
、

金
融
法
務
事
情
一
四
九
七
号
三
五
頁

脅
福
岡
地
判
平
成
九
年
六
月
］
↓
目

平
成
七
（
ワ
）
四
三
六
九
号
配
当
異
議
事
件

判
例
時
報
一
六
一
、
一
四
・
2
四
七
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ス
九
四
七
号
二
九
一
頁
、

　
金
融
法
務
事
情
一
四
九
七
号
三
］
頁

判例研究

〔
判
示
事
項
〕

一
、
商
法
五
二
］
条
の
商
人
問
留
置
権
の
目
的
物
に
は
不
動
産
も
含

　
ま
れ
る
（
②
判
決
）

二
、
建
物
建
築
請
負
人
の
建
物
敷
地
に
対
す
る
占
有
は
商
人
間
留
置

　
権
の
成
立
に
必
要
な
占
有
と
認
め
る
に
足
り
な
い
（
②
判
決
）

三
、
破
産
法
九
三
条
一
項
前
段
に
よ
り
、
債
務
者
破
産
の
場
合
に
は
、

　
商
人
間
留
置
権
の
目
的
物
に
対
す
る
留
置
的
効
力
は
失
わ
れ
る

　
（
①
②
判
決
）

四
、
債
務
者
破
産
の
場
合
に
お
け
る
、
同
一
不
動
産
に
対
す
る

　
（
根
）
抵
当
権
と
商
人
間
留
置
権
が
転
化
し
た
特
別
先
取
特
権
と

　
の
優
劣
に
つ
い
て
は
、
物
権
の
優
劣
関
係
に
関
す
る
一
般
原
則
た

　
る
対
抗
要
件
理
論
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
（
根
）
抵
当
権

　
設
定
登
記
が
経
由
さ
れ
た
時
点
と
特
別
の
先
取
特
権
に
転
化
す
る

　
前
の
商
人
間
留
置
権
が
対
抗
要
件
（
目
的
物
の
占
有
）
を
備
え
た

　
時
点
と
の
先
後
に
よ
っ
て
、
そ
の
優
劣
を
決
す
る
の
が
相
当
で
あ

　
る
（
①
判
決
）
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〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
五
二
一
条
、
破
産
法
九
三
条
一
項

〔
事
　
実
〕

　
①
事
件

　
建
築
請
負
業
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
X
お
よ
び
不
動
産
販
売

等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
Z
は
、
平
成
三
年
二
月
二
八
日
、
営
業

の
た
め
に
本
件
土
地
（
甲
。
全
七
筆
①
～
⑦
）
に
つ
き
宅
地
造
成
請

負
契
約
を
締
結
し
た
。
同
年
三
月
二
二
日
に
工
事
代
金
の
一
部
で
あ

る
二
五
〇
万
円
が
支
払
わ
れ
、
同
年
五
月
末
こ
ろ
に
は
右
宅
地
造
成

工
事
は
完
成
し
た
が
、
完
成
時
払
い
と
さ
れ
て
い
た
残
金
六
〇
四
万

九
〇
〇
〇
円
に
つ
い
て
は
支
払
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
X
お
よ
び

Z
は
、
平
成
二
年
二
一
月
］
七
日
、
営
業
の
た
め
に
本
件
建
物

（
乙
）
建
築
請
負
契
約
を
締
結
し
（
建
築
地
は
本
件
土
地
［
甲
］
と

は
別
の
丙
地
）
、
X
は
遅
く
と
も
平
成
三
年
六
月
一
日
に
は
建
物
を

上
棟
し
、
同
年
六
月
二
二
日
ま
で
に
一
億
〇
七
六
八
万
六
五
〇
〇
円

の
工
事
出
来
高
を
施
行
し
て
未
完
成
建
物
を
建
築
し
た
。
こ
の
建
築

請
負
代
金
に
つ
い
て
も
、
X
は
Z
か
ら
、
契
約
成
立
時
払
い
の
四
］

0
0
万
円
の
支
払
を
受
け
た
だ
け
で
、
上
棟
時
払
い
の
四
一
〇
〇
万

円
の
支
払
を
受
け
て
い
な
い
。

　
Z
は
平
成
三
年
七
月
二
日
に
破
産
宣
告
を
受
け
、
破
産
管
財
人

A
が
X
に
対
し
、
同
年
八
月
二
八
日
、
本
件
建
物
建
築
請
負
契
約
を

解
除
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
な
し
た
こ
と
に
よ
り
、
完
成
引
渡
時
払

い
に
対
応
す
る
出
来
高
相
当
分
二
五
六
八
万
六
五
〇
〇
円
に
つ
い
て

も
弁
済
期
が
到
来
し
た
。

　
一
方
、
Y
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
、
Z
に
対
し
三
億
二
〇
〇
〇

万
円
を
貸
し
付
け
る
と
と
も
に
、
右
貸
金
の
返
還
を
担
保
す
る
た
め

本
件
土
地
①
～
④
に
根
抵
当
権
を
設
定
し
、
同
日
登
記
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
、
Y
は
、
福
岡
地
裁
に
対
し
、
Z
所
有

の
本
件
土
地
①
②
お
よ
び
B
所
有
の
本
件
土
地
③
④
に
つ
い
て
競
売

を
申
し
立
て
（
平
成
三
年
（
ケ
）
二
五
八
号
、
平
成
三
年
（
ケ
）
三

八
七
号
）
、
ま
た
、
Z
の
破
産
管
財
人
A
は
、
福
岡
地
裁
に
対
し
、

Z
所
有
の
本
件
土
地
⑤
～
⑦
に
つ
い
て
強
制
競
売
を
申
し
立
て
た

（
平
成
四
年
（
ヌ
）
一
〇
九
号
）
。

　
本
件
土
地
は
売
却
さ
れ
、
代
金
納
付
に
基
づ
き
、
平
成
七
年
三
月

二
二
日
に
配
当
期
日
が
開
か
れ
た
。
配
当
期
日
に
作
成
さ
れ
た
配
当

表
に
は
、
本
件
土
地
の
売
却
代
金
の
う
ち
手
続
費
用
を
除
い
た
残
額

九
七
六
七
万
一
四
二
円
に
つ
い
て
、
九
〇
六
九
万
七
五
六
五
円
を

Y
に
、
六
九
七
万
三
八
四
六
円
を
X
に
配
当
す
る
旨
記
載
さ
れ
て
い

る
（
本
件
土
地
①
～
④
に
つ
い
て
の
配
当
金
合
計
額
を
Y
に
、
本
件

土
地
⑤
～
⑦
に
つ
い
て
の
配
当
金
合
計
額
を
X
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
）
。

　
X
は
、
右
配
当
期
日
に
、
本
件
土
地
①
～
④
に
対
す
る
商
法
五
二
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一
条
の
商
事
留
置
権
お
よ
び
損
害
金
を
も
主
張
し
て
、
Y
に
対
す
る

配
当
額
の
う
ち
九
三
八
万
〇
四
七
九
円
を
超
え
る
部
分
を
取
り
消
し
、

こ
れ
を
X
の
配
当
額
に
加
え
る
べ
き
旨
異
議
を
申
し
立
て
、
本
件
配

当
異
議
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
②
事
件

　
建
築
請
負
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
X
（
①
事
件
原
告
）
お
よ

び
］
般
建
築
請
負
お
よ
び
設
計
施
工
な
ら
び
に
販
売
に
関
す
る
事
業

等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
Z
（
①
事
件
Z
）
は
、
平
成
二
年
一
二

月
一
七
日
、
営
業
の
た
め
に
本
件
建
物
建
築
請
負
契
約
（
①
事
件
の

乙
建
物
建
築
請
負
契
約
）
を
締
結
し
、
Z
は
X
に
対
し
、
請
負
代
金

の
う
ち
契
約
成
立
時
払
い
の
四
一
〇
〇
万
円
に
つ
い
て
支
払
い
を
な

し
た
。
X
は
、
平
成
三
年
六
月
一
日
こ
ろ
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
躯
体
工

事
を
完
了
さ
せ
て
本
件
建
物
を
上
棟
し
た
が
、
同
月
八
日
こ
ろ
、
Z

が
破
産
し
そ
う
だ
と
の
話
を
聞
い
た
た
め
に
出
来
高
査
定
を
行
い
、

Z
と
の
間
で
、
同
月
二
二
日
、
出
来
高
金
額
が
一
億
〇
七
六
八
万
六

五
〇
〇
円
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
既
払
分
を
差
し
引
い
た
六
六
六

八
万
六
五
〇
〇
円
が
残
高
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
た
。

　
Z
は
平
成
三
年
七
月
一
］
日
に
破
産
宣
告
を
受
け
、
破
産
管
財
人

A
が
X
に
対
し
、
同
年
八
月
二
八
日
、
本
件
建
物
建
築
請
負
契
約
を

解
除
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
な
し
た
こ
と
に
よ
り
、
右
残
高
の
う
ち

完
成
引
渡
時
払
い
の
出
来
高
二
五
六
八
万
六
五
〇
〇
円
に
つ
い
て
も

弁
済
期
が
到
来
し
た
。

　
X
お
よ
び
Z
は
、
平
成
三
年
二
月
二
八
日
、
①
事
件
甲
地
に
つ
き

双
方
に
と
っ
て
商
行
為
と
な
る
宅
地
造
成
請
負
契
約
を
締
結
し
て
い

る
。
そ
し
て
X
は
、
同
年
五
月
末
日
こ
ろ
ま
で
に
同
工
事
の
施
工
を

完
成
し
た
が
、
Z
は
右
請
負
代
金
の
内
金
二
五
〇
万
円
を
支
払
っ
た

だ
け
で
、
残
額
六
〇
四
万
九
〇
〇
〇
円
の
支
払
を
し
な
い
。

　
一
方
、
Y
は
、
平
成
二
年
二
月
二
日
、
Z
に
対
し
乙
建
物
建
築

場
所
で
あ
る
本
件
土
地
（
丙
）
購
入
資
金
と
し
て
一
億
円
を
貸
し
付

け
、
右
貸
金
債
権
担
保
の
た
め
に
本
件
土
地
に
抵
当
権
を
設
定
し
、

同
日
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
、
Z
の
破
産
管
財
人
A
は
、
福
岡
地
裁

に
対
し
、
Z
所
有
の
本
件
土
地
（
丙
）
に
つ
い
て
破
産
法
二
〇
三
条

に
基
づ
く
強
制
競
売
を
申
し
立
て
（
平
成
四
年
（
ヌ
）
四
一
号
）
、

さ
ら
に
、
Z
所
有
の
本
件
建
物
（
乙
）
に
つ
い
て
破
産
法
二
〇
二
条

に
基
づ
く
強
制
競
売
を
申
し
立
て
た
（
平
成
五
年
（
ヌ
）
二
二
一

号
）
。

　
本
件
土
地
・
建
物
は
一
括
競
売
さ
れ
、
代
金
納
付
に
基
づ
き
、
平

成
七
年
］
二
月
二
〇
日
に
配
当
期
日
が
開
か
れ
た
。
配
当
期
日
に
作

成
さ
れ
た
配
当
表
に
は
、
本
件
土
地
お
よ
び
建
物
の
売
却
代
金
の
う

ち
手
続
費
用
を
除
い
た
残
額
七
二
一
二
万
八
二
七
四
円
に
つ
い
て
、

111



法学研究75巻3号（2002＝3）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
九
〇
八
万
四
九
八
六
円
を
Y
に
、
二
二
二
三
万
三
二
八
八
円
を
X

に
配
当
す
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
（
本
件
土
地
に
対
応
す
る
金
額
を

Y
に
、
本
件
建
物
に
対
応
す
る
金
額
を
X
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
）
。

　
X
は
、
右
配
当
期
日
に
、
本
件
土
地
に
対
す
る
商
法
五
二
一
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ゴ

商
事
留
置
権
お
よ
び
損
害
金
を
も
主
張
し
て
、
Y
に
対
す
る
配
当
額

の
全
部
を
取
り
消
し
、
こ
れ
を
X
の
配
当
額
に
加
え
る
べ
き
旨
異
議

を
申
し
立
て
、
本
件
配
当
異
議
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
な
お
、
X
は
、
右
配
当
異
議
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
も
、
X
に

は
本
件
建
物
に
対
す
る
商
事
留
置
権
が
成
立
し
、
そ
の
実
効
を
確
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
　
マ

す
る
た
め
に
は
右
建
物
の
敷
地
で
あ
る
本
件
土
地
を
間
接
占
有
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
X
に
配
当
さ
れ
る
べ
き
本
件
建
物

の
価
格
評
価
に
つ
い
て
は
単
な
る
建
物
価
格
だ
け
で
な
く
、
そ
の
敷

地
利
用
権
（
法
定
地
上
権
ま
た
は
使
用
貸
借
権
）
の
価
格
を
評
価
し

て
加
算
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
Y
に
対
す
る
配
当
額
か
ら
本
件
建
物

の
た
め
の
本
件
土
地
の
利
用
権
価
格
を
控
除
し
、
X
に
対
す
る
配
当

額
に
右
利
用
権
価
格
を
加
え
る
よ
う
変
更
す
る
旨
の
判
決
を
求
め
る

仮
定
的
主
張
も
な
し
て
い
る
。

〔
判
　
旨
〕

①
事
件
“
請
求
棄
却

本
件
商
事
留
置
権
の
成
否

占
有

　
「
X
は
、
前
記
［
平
成
三
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
二
二
日
ま

で
の
X
に
よ
る
本
件
土
地
の
占
有
状
況
］
の
と
お
り
、
第
三
者
が
本

件
宅
地
造
成
工
事
現
場
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
入
り
口
を
バ
リ
ケ

ー
ド
で
封
鎖
し
、
隣
接
す
る
道
路
と
の
境
界
に
も
ロ
ー
プ
や
鉄
パ
イ

プ
類
で
仮
囲
い
し
て
本
件
土
地
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

本
件
土
地
の
性
状
に
照
ら
し
て
も
、
平
成
三
年
五
月
末
こ
ろ
の
本
件

土
地
に
対
す
る
X
の
占
有
は
、
商
事
留
置
権
の
成
立
要
件
と
し
て
の

占
有
と
認
め
る
に
十
分
で
あ
る
。
」

　
債
務
者
の
破
産
と
商
事
留
置
権

　
「
破
産
法
九
三
条
一
項
前
段
は
『
破
産
財
団
に
対
し
て
は
こ
れ
を

特
別
の
先
取
特
権
と
み
な
す
。
』
と
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
趣
旨
は
、

取
引
の
安
全
の
見
地
及
び
商
事
留
置
権
の
担
保
力
を
尊
重
し
、
特
に

商
事
留
置
権
を
特
別
の
先
取
特
権
と
み
な
し
て
担
保
権
の
効
力
を
持

続
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
同
条
同
項
前
段
の
文
言
及
び
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
に
不

動
産
を
目
的
物
と
す
る
商
事
留
置
権
の
被
担
保
債
権
の
債
務
者
が
破

産
宣
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
右
商
事
留
置
権
の
目
的
物
に
対
す
る

留
置
的
効
力
は
失
わ
れ
、
破
産
管
財
人
の
占
有
に
帰
す
る
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
本
件
商
事
留
置
権
が
破
産
者
の
破
産
に
よ

っ
て
特
別
の
先
取
特
権
に
転
化
し
、
担
保
権
と
し
て
の
効
力
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
X
が
右
破
産
宣
告
の
と
き
ま
で
本
件
土
地
の
占
有
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を
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

　
X
に
よ
る
本
件
土
地
占
有
の
継
続

　
平
成
三
年
六
月
一
三
日
以
降
同
年
七
月
一
一
日
ま
で
の
間
は
、
本

件
土
地
に
ロ
ー
プ
等
の
仮
囲
い
は
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
X
は
、

同
年
六
月
一
九
日
か
ら
木
造
ガ
ー
ド
マ
ン
ボ
ッ
ク
ス
を
賃
借
し
て
お

り
、
同
年
七
月
一
五
日
こ
ろ
ま
で
は
こ
れ
が
本
件
土
地
北
側
進
入
口

付
近
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。

　
「
本
件
土
地
は
三
方
向
か
ら
の
進
入
口
を
有
す
る
平
坦
な
宅
地
造

成
地
で
、
そ
の
広
さ
も
二
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
前
記
…
…
の
と
お
り
、
ガ
ー
ド
マ
ン
ボ
ッ
ク
ス
を
設

置
し
た
も
の
の
、
各
進
入
口
に
ロ
ー
プ
等
に
よ
る
仮
囲
い
を
施
す
な

ど
の
占
有
確
保
を
行
っ
て
い
な
い
本
件
土
地
に
対
す
る
占
有
は
必
ず

し
も
万
全
と
は
い
え
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
商
事
留
置
権
成
立
当
時
に
お
い
て
、
X
が

右
留
置
権
に
基
づ
い
て
本
件
土
地
を
占
有
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る

こ
と
は
前
記
…
…
の
と
お
り
で
あ
り
、
右
ガ
ー
ド
マ
ン
ボ
ッ
ク
ス
設

置
後
の
平
成
三
年
七
月
一
日
な
い
し
四
日
、
同
月
一
〇
日
に
は
X
の

社
員
が
本
件
土
地
に
赴
い
て
状
況
を
確
認
し
て
お
り
、
現
に
第
三
者

に
よ
っ
て
本
件
土
地
の
占
有
が
侵
害
さ
れ
る
な
ど
の
事
情
も
な
い
ま

ま
破
産
宣
告
を
む
か
え
て
い
る
本
件
に
お
い
て
は
、
X
の
本
件
土
地

に
対
す
る
占
有
は
破
産
者
の
破
産
宣
告
ま
で
継
続
し
て
い
た
と
認
め

る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

　
本
件
商
事
留
置
権
の
特
別
の
先
取
特
権
へ
の
転
化

　
「
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
X
に
は
、
平
成
三
年
五
月
末
こ

ろ
、
本
件
宅
地
造
成
請
負
契
約
に
基
づ
く
請
負
残
代
金
請
求
権
を
被

担
保
債
権
と
す
る
本
件
土
地
に
対
す
る
商
事
留
置
権
が
成
立
し
、
本

件
建
物
建
築
請
負
契
約
に
基
づ
く
残
代
金
請
求
権
の
う
ち
上
棟
時
払

い
の
四
一
〇
〇
万
円
に
つ
い
て
は
遅
く
と
も
同
年
六
月
一
日
に
本
件

商
事
留
置
権
の
被
担
保
債
権
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
右
各
債
権
を
被
担

保
債
権
と
す
る
商
事
留
置
権
が
、
平
成
三
年
七
月
一
一
日
の
Z
の
破

産
宣
告
に
よ
っ
て
特
別
の
先
取
特
権
へ
と
転
化
し
、
本
件
建
物
建
築

請
負
契
約
残
代
金
の
残
額
に
つ
い
て
は
同
年
八
月
二
八
日
の
破
産
管

財
人
に
よ
る
本
件
建
物
建
築
請
負
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
意
思
表
示

に
よ
り
、
右
特
別
の
先
取
特
権
の
被
担
保
債
権
と
し
て
組
み
入
れ
ら

れ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

　
破
産
法
九
三
条
一
項
に
い
う
特
別
の
先
取
特
権
の
順
位

　
破
産
法
九
三
条
一
項
に
い
う
「
特
別
の
先
取
特
権
の
順
位
に
つ
い

て
は
、
破
産
法
九
三
条
一
項
後
段
が
『
こ
の
先
取
特
権
は
他
の
特
別

の
先
取
特
権
に
後
る
。
』
と
す
る
ほ
か
に
何
ら
の
規
定
も
存
し
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
商
事
留
置
権
の
転
化
し
た
特
別
の
先
取
特
権
と
根

抵
当
権
の
優
劣
に
つ
い
て
は
、
物
権
の
優
劣
関
係
に
関
す
る
一
般
原

則
た
る
対
抗
要
件
理
論
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
右
特
別
の
先
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取
特
権
に
転
化
す
る
前
の
商
事
留
置
権
が
対
抗
要
件
を
備
え
た
時
点

と
根
抵
当
権
設
定
登
記
が
経
由
さ
れ
た
時
点
の
先
後
に
よ
っ
て
、
そ

の
優
劣
を
決
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

　
商
事
留
置
権
の
対
抗
要
件

　
「
商
事
留
置
権
の
公
示
方
法
は
占
有
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
こ

ろ
、
双
方
的
商
行
為
に
よ
る
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
、
商
事
留
置

権
の
実
体
的
要
件
が
充
足
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
商
事
留
置
権
者
の
占

有
が
対
抗
要
件
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
X
は
本
件
宅
地
造
成
契
約
に
基

づ
く
工
事
の
着
工
時
で
あ
る
平
成
三
年
二
月
二
八
日
か
ら
破
産
者
が

破
産
宣
告
を
受
け
た
同
年
七
月
一
一
日
ま
で
本
件
土
地
の
占
有
を
継

続
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
本
件
商
事
留
置
権
の
被
担
保
債
権

で
あ
る
本
件
宅
地
造
成
請
負
契
約
に
基
づ
く
残
代
金
請
求
権
（
六
〇

四
万
九
〇
〇
〇
円
）
に
つ
い
て
は
平
成
三
年
五
月
末
日
こ
ろ
、
本
件

建
物
建
築
請
負
契
約
に
基
づ
く
残
代
金
請
求
権
の
う
ち
上
棟
時
払
い

分
（
四
一
〇
〇
万
円
）
に
つ
い
て
は
同
年
六
月
一
日
こ
ろ
、
完
成
時

引
渡
払
い
の
一
部
（
二
五
六
八
万
六
五
〇
〇
円
）
に
つ
い
て
は
同
年

八
月
二
八
日
こ
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
弁
済
期
が
到
来
し
た
こ
と
は
前
記

　
…
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
同
年
五
月
末
日
こ
ろ
よ
り
も
以
前
に

本
件
商
事
留
置
権
が
対
抗
要
件
を
備
え
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
根
抵
当
権
設
定
登
記
は
同
年
四
月
一
日
に

は
経
由
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
破
産
者
の
破
産
財
団

の
配
当
に
お
い
て
、
本
件
根
抵
当
権
者
で
あ
る
Y
は
商
事
留
置
権
者

で
あ
る
X
に
優
先
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

　
②
事
件
日
請
求
棄
却

　
留
置
目
的
物
の
範
囲

　
「
商
事
留
置
権
の
目
的
物
の
範
囲
に
関
し
、
商
法
五
一
二
条
の

『
物
又
は
有
価
証
券
』
に
不
動
産
は
含
ま
れ
な
い
と
す
る
解
釈
が
あ

る
。　

し
か
し
な
が
ら
、
請
負
代
金
が
高
額
で
あ
る
請
負
契
約
の
当
事
者

間
で
、
請
負
人
に
お
い
て
注
文
者
の
財
産
上
に
右
請
負
代
金
債
権
の

支
払
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
を
施
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

請
負
人
は
、
そ
の
占
有
に
帰
し
た
注
文
者
所
有
の
不
動
産
を
右
請
負

代
金
債
権
の
担
保
物
件
と
す
る
意
思
を
有
し
て
お
り
、
事
前
の
担
保

を
設
定
せ
ず
に
工
事
を
施
工
さ
せ
る
注
文
者
も
、
右
請
負
人
の
意
思

を
了
解
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
む
し
ろ
妥
当
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

現
行
民
事
執
行
法
一
九
五
条
は
留
置
権
に
よ
る
競
売
の
目
的
物
に
つ

い
て
限
定
を
加
え
て
お
ら
ず
、
商
法
五
二
一
条
も
そ
の
文
言
上
、
留

置
権
の
目
的
物
と
し
て
不
動
産
を
排
除
し
て
い
な
い
こ
と
を
併
せ
考

え
る
と
、
不
動
産
も
同
条
の
商
事
留
置
権
の
目
的
物
と
な
り
う
る
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
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建
物
建
築
請
負
契
約
の
請
負
人
に
よ
る
建
物
敷
地
の
占
有

　
「
建
物
建
築
請
負
契
約
の
請
負
人
が
そ
の
工
事
に
際
し
て
敷
地
を

占
有
す
る
場
合
、
右
敷
地
た
る
土
地
の
占
有
は
、
留
置
権
に
基
づ
く

建
物
に
対
す
る
占
有
の
反
射
的
効
果
と
し
て
の
問
接
的
占
有
に
過
ぎ

ず
、
請
負
人
が
留
置
権
の
行
使
に
よ
っ
て
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る

価
値
は
自
ら
の
施
行
し
た
建
物
の
価
値
を
基
準
と
す
る
の
が
公
平
の

観
念
に
も
適
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
場
合
に
お
け
る
請
負
人

の
建
物
敷
地
に
対
す
る
占
有
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
商
事

留
置
権
の
成
立
に
必
要
な
占
有
と
認
め
る
に
足
り
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

　
X
は
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
平
成
二
年
一
二
月
一
七
日
か
ら
同
七

年
一
一
月
こ
ろ
ま
で
、
前
記
…
…
の
と
お
り
占
有
し
て
い
る
が
、
X

の
右
占
有
は
建
物
建
築
請
負
人
の
建
物
敷
地
に
対
す
る
占
有
に
他
な

ら
ず
、
商
事
留
置
権
の
成
立
要
件
と
し
て
の
占
有
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。

　
…
…
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
X
に
は
、
本
件
債
権
を
被
担

保
債
権
と
す
る
本
件
建
物
に
対
す
る
商
事
留
置
権
の
み
の
成
立
を
認

め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

　
商
事
留
置
権
の
留
置
的
効
力

　
「
破
産
法
九
三
条
一
項
前
段
は
『
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
の
上

に
存
す
る
留
置
権
に
し
て
商
法
に
よ
る
も
の
は
破
産
財
団
に
対
し
て

は
こ
れ
を
特
別
の
先
取
特
権
と
み
な
す
。
』
と
規
定
す
る
が
、
そ
の

趣
旨
は
、
取
引
の
安
全
の
見
地
と
商
事
留
置
権
の
担
保
力
を
尊
重
し
、

特
に
商
事
留
置
権
を
特
別
の
先
取
特
権
と
み
な
し
て
担
保
権
と
し
て

の
効
力
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
同
条
同
項
前
段
の
文
言
及
び
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
に
不

動
産
を
目
的
物
と
す
る
商
事
留
置
権
の
被
担
保
債
権
の
債
務
者
が
破

産
宣
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
右
商
事
留
置
権
の
目
的
物
に
対
す
る

留
置
的
効
力
は
失
わ
れ
、
破
産
管
財
人
の
占
有
に
帰
す
る
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

　
商
事
留
置
権
の
転
化
し
た
特
別
の
先
取
特
権
と
抵
当
権
の
優
劣

　
「
X
に
は
本
件
土
地
に
対
す
る
商
事
留
置
権
が
成
立
し
な
い
こ
と

前
記
…
…
の
と
お
り
で
あ
り
、
破
産
法
九
三
条
一
項
に
よ
り
特
別
の

先
取
特
権
に
転
化
す
る
商
事
留
置
権
も
本
件
建
物
に
対
す
る
も
の
に

限
ら
れ
る
か
ら
、
Y
の
右
抵
当
権
と
X
の
右
先
取
特
権
は
競
合
せ
ず
、

本
件
に
お
い
て
そ
の
優
劣
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
。
」

　
法
定
地
上
権
ま
た
は
使
用
貸
借
権
の
有
無

　
「
Y
は
、
更
地
と
し
て
の
評
価
に
基
づ
い
て
本
件
土
地
に
抵
当
権

を
設
定
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
土
地
上
に
、
右
抵

当
権
設
定
後
に
建
築
さ
れ
た
本
件
建
物
の
た
め
の
法
定
地
上
権
は
成

立
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
前
記
…
…
の
と
お
り
、
本
件
建
物
は
そ
の
上
棟
時
か
ら
破
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産
者
の
所
有
に
属
し
て
お
り
、
本
件
土
地
に
つ
い
て
も
同
様
に
破
産

者
の
所
有
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
建
物
の

た
め
の
本
件
土
地
に
対
す
る
そ
の
他
の
利
用
権
も
成
立
し
な
い
。
」

〔
研
　
究
〕

【
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
、
特
定
の
土
地
を
め
ぐ
っ
て
、
抵
当
権
を

有
す
る
金
融
機
関
と
、
当
該
土
地
を
占
有
あ
る
い
は
当
該
土
地
上
の

建
物
を
占
有
す
る
こ
と
に
よ
り
留
置
権
を
主
張
す
る
建
築
請
負
業
者

と
の
問
で
、
抵
当
権
と
留
置
権
の
ど
ち
ら
が
優
先
さ
れ
る
の
か
が
争

わ
れ
る
事
例
が
数
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
と
り
あ

げ
る
二
つ
の
裁
判
例
で
は
、
さ
ら
に
、
当
該
土
地
を
所
有
す
る
債
務

者
が
破
産
し
た
場
合
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
破
産
法
九
三
条
二
項
は
、
（
特
別
先
取
特
権
に
転
化
す
る
）
商
法

上
の
留
置
権
（
以
下
、
商
事
留
置
権
と
呼
ぶ
）
を
除
い
て
、
留
置
権

は
破
産
財
団
に
対
し
て
効
力
を
失
う
と
す
る
二
方
、
同
条
の
も
と
、

商
事
留
置
権
の
留
置
権
能
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
［
五
］
で
検
討

す
る
）
。
そ
こ
で
、
不
動
産
所
有
債
務
者
が
破
産
し
た
場
合
に
は
、

抵
当
権
と
優
劣
を
争
う
の
は
商
事
留
置
権
（
破
産
法
九
三
条
一
項
に

よ
る
特
別
先
取
特
権
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
両
者
の
優
劣
関
係
に

つ
い
て
は
［
六
］
で
検
討
す
る
）
ー
①
判
決
は
こ
の
点
に
つ
い
て

明
確
な
判
断
を
な
し
た
始
め
て
の
裁
判
例
だ
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、

商
法
五
二
一
条
の
商
事
留
置
権
（
以
下
、
商
人
間
留
置
権
と
呼
ぶ
）

は
成
立
要
件
も
緩
や
か
で
あ
り
、
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
①
事

件
、
②
事
件
と
も
に
、
問
題
と
さ
れ
た
の
は
こ
の
商
人
間
留
置
権
で

あ
る
。

　
①
事
件
と
②
事
件
と
は
、
破
産
し
た
債
務
者
と
商
人
間
留
置
権
を

主
張
す
る
建
設
会
社
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
と

な
っ
た
土
地
が
異
な
り
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
土
地
に
対
す
る

（
根
）
抵
当
権
を
有
す
る
金
融
機
関
が
異
な
る
の
で
、
別
個
の
事
件

と
し
て
提
訴
さ
れ
て
い
る
。
法
的
問
題
点
も
基
本
的
部
分
は
重
な
る

が
、
②
事
件
で
は
、
建
設
会
社
に
よ
る
建
物
（
な
お
、
乙
建
物
は
上

棟
時
か
ら
Z
の
所
有
に
属
す
る
と
②
判
決
は
判
断
し
て
い
る
）
の

（
商
法
五
二
一
条
に
い
う
）
「
占
有
」
が
そ
の
敷
地
に
ま
で
及
ぶ
か
が

特
に
問
題
と
な
る
（
［
四
］
で
検
討
す
る
）
。
問
題
点
を
整
理
し
な
が

ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

二
、
商
法
五
二
一
条
に
よ
る
と
、
㊨
「
商
人
間
に
お
い
て
双
方
の
た

め
に
商
行
為
で
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
」
が
㈲
「
弁
済
期

に
あ
る
と
き
」
、
＠
「
債
務
者
と
の
間
に
お
け
る
商
行
為
に
よ
っ
て

債
権
者
の
占
有
に
帰
し
た
」
⑥
「
債
務
者
所
有
の
物
ま
た
は
有
価
証

券
」
に
つ
き
債
権
者
に
留
置
権
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
①
事
件
・

②
事
件
に
あ
て
は
め
る
と
、
建
築
請
負
業
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会

社
X
と
不
動
産
販
売
等
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
Z
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
営
業
の
た
め
に
締
結
し
た
各
契
約
（
甲
地
の
宅
地
造
成
請
負
契
約
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お
よ
び
丙
地
に
お
け
る
乙
建
物
建
築
請
負
契
約
）
か
ら
生
じ
た
債
権

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
倒
の
要
件
は
満
た
さ
れ
る
。
各
債
権

の
弁
済
期
も
事
実
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
。
＠
の
「
債
務
者
と
の
問

に
お
け
る
商
行
為
に
よ
っ
て
」
と
い
う
要
件
も
問
題
は
な
い
（
債
権

者
と
債
務
者
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
商
行
為
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か

に
つ
い
て
周
知
の
論
争
が
あ
る
が
［
平
出
慶
道
・
商
行
為
法
［
第
二

版
］
（
一
九
八
九
年
）
一
四
六
頁
参
照
］
、
①
②
両
事
件
で
は
ど
の
立

場
を
と
っ
て
も
変
わ
り
な
い
）
。
「
債
権
者
の
占
有
に
帰
し
た
」
か
否

か
に
つ
い
て
は
、
①
判
決
は
X
の
甲
地
に
対
す
る
占
有
を
認
め
る
が

（
後
述
［
四
］
の
よ
う
に
、
①
事
件
で
の
占
有
継
続
に
関
し
て
は
全

く
疑
義
が
生
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
）
、
②
判
決
は
X
の
丙
地
に
対

す
る
占
有
を
認
め
な
い
（
乙
建
物
に
対
す
る
占
有
の
み
を
認
め
る
）
。

ま
た
、
①
判
決
・
②
判
決
と
も
に
不
動
産
も
商
人
間
留
置
権
の
対
象

と
な
る
と
す
る
立
場
を
と
る
が
、
㈹
「
債
務
者
所
有
の
物
」
に
不
動

産
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
学
説
・
裁
判
例
上
論

争
が
あ
る
。

　
な
お
、
①
事
件
で
は
、
商
人
間
留
置
権
の
対
象
と
主
張
さ
れ
た
甲

地
と
は
関
係
の
な
い
乙
建
物
建
築
請
負
契
約
に
基
づ
く
債
権
も
被
担

保
債
権
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
②
事
件
で
は
、
商
人
間
留
置
権
の

対
象
と
主
張
さ
れ
た
乙
建
物
・
丙
地
と
は
関
係
の
な
い
甲
地
の
宅
地

造
成
請
負
契
約
に
基
づ
く
債
権
も
被
担
保
債
権
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
商
人
間
留
置
権
の
場
合
に
は
、
留
置
物
と
被
担
保
債
権
と
の

問
の
牽
連
性
が
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三
、
ま
ず
、
前
提
問
題
と
し
て
、
㈲
「
債
務
者
所
有
の
物
」
に
不
動

産
が
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
①
判
決
で
は
肯
定
説
に

立
つ
の
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
②
判
決
は

「
判
旨
」
で
み
た
よ
う
に
肯
定
説
に
立
つ
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
が
当
事
者
の
意
思
に
合
致
す
る
、

民
事
執
行
法
］
九
五
条
は
留
置
権
に
よ
る
競
売
の
目
的
物
に
限
定
を

加
え
て
い
な
い
、
さ
ら
に
、
商
法
五
一
二
条
の
文
言
が
不
動
産
を
排

除
し
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
づ
け
は
、
多
分

に
、
詳
細
な
理
由
を
あ
げ
て
否
定
説
を
と
る
東
京
高
判
平
成
八
年
五

月
二
八
日
金
融
・
商
事
判
例
九
九
五
号
一
五
頁
（
な
お
、
平
成
八
年

東
京
高
判
の
上
告
審
判
決
・
最
判
平
成
二
年
一
一
月
二
五
日
金

融
・
商
事
判
例
一
〇
九
二
号
三
頁
は
、
建
物
所
有
者
は
商
人
で
は
な

い
か
ら
商
人
間
留
置
権
は
成
立
し
な
い
と
し
て
、
商
人
間
留
置
権
の

対
象
物
に
不
動
産
が
含
ま
れ
る
か
否
か
に
つ
き
判
断
す
る
こ
と
な
く
、

上
告
を
棄
却
し
た
）
を
意
識
し
て
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
右
平
成
八
年
東
京
高
判
は
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ

て
否
定
説
が
相
当
だ
と
す
る
（
同
旨
、
淺
生
重
機
「
東
京
高
決
平
成

六
年
二
月
七
日
・
東
京
高
決
平
成
六
年
二
一
月
一
九
日
・
判
例
研

究
」
金
融
法
務
事
情
一
四
五
二
号
［
一
九
九
六
年
］
二
〇
～
二
四
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頁
）
。
商
法
五
二
一
条
は
不
動
産
を
商
事
留
置
権
の
対
象
と
し
な
い

ド
イ
ツ
法
の
沿
革
を
有
す
る
。
民
法
、
商
法
と
併
せ
て
起
草
さ
れ
た

競
売
法
（
民
事
執
行
法
の
制
定
に
よ
り
昭
和
五
五
年
廃
止
）
に
は
商

法
上
の
不
動
産
留
置
権
者
に
よ
る
競
売
の
規
定
が
み
あ
た
ら
な
い

（
不
動
産
に
つ
い
て
は
商
事
留
置
権
が
成
立
し
な
い
か
ら
）
。
肯
定
説

は
当
事
者
の
合
理
的
意
思
に
合
致
し
な
い
。
登
記
の
順
位
に
よ
り
定

ま
る
の
を
原
則
と
す
る
不
動
産
取
引
に
関
す
る
法
制
度
の
中
に
、
目

的
物
と
の
牽
連
性
を
要
件
と
し
な
い
商
人
間
留
置
権
を
認
め
る
の
は
、

不
動
産
取
引
の
安
全
を
著
し
く
害
し
、
法
秩
序
全
体
の
整
合
性
を
損

な
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
八
年
東
京
高
判
の
理
由
づ
け
に
は
次
の
よ

う
な
疑
問
が
あ
る
。
商
人
間
留
置
権
の
性
質
・
内
容
に
お
い
て
ド
イ

ツ
法
と
わ
が
国
商
法
と
は
相
当
に
異
な
っ
て
お
り
（
吉
本
健
一
「
東

京
高
判
平
成
八
年
五
月
二
八
日
・
判
例
批
評
」
判
例
評
論
四
五
七
号

コ
九
九
七
年
］
七
二
頁
、
森
川
隆
「
不
動
産
に
対
す
る
商
人
間
留

置
権
の
成
否
」
法
学
政
治
学
論
究
三
七
号
［
一
九
九
八
年
］
二
一
四

～
一
二
六
頁
）
、
ま
た
、
商
法
の
立
法
・
改
正
の
事
情
を
調
べ
る
と

む
し
ろ
商
法
五
二
一
条
の
「
債
務
者
所
有
ノ
物
」
に
は
不
動
産
も
含

ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
田
邊
光
政
「
不
動

産
に
対
す
る
商
事
留
置
権
の
成
否
」
金
融
法
務
事
情
一
四
八
四
号

［
一
九
九
七
年
］
八
～
九
頁
、
森
川
・
前
掲
二
〇
三
～
一
二
八
頁
）
。

競
売
法
の
規
定
か
ら
実
体
法
を
解
釈
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
り

（
田
邊
・
前
掲
・
金
融
法
務
事
情
一
四
八
四
号
二
二
頁
）
、
ま
た
、
競

売
権
が
留
置
権
の
本
質
的
要
素
と
い
え
る
か
考
え
る
余
地
が
あ
る
し
、

さ
ら
に
、
競
売
法
の
も
と
で
商
事
留
置
権
に
基
づ
く
不
動
産
競
売
が

認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
解
釈
に
は
疑
問
が
あ
る
（
吉
本
・
前
掲
七
二

頁
。
横
浜
地
決
昭
和
一
〇
年
三
月
七
日
法
律
新
聞
三
八
二
六
号
四
頁

は
、
商
事
留
置
権
に
基
づ
く
不
動
産
競
売
の
事
例
で
は
な
い
が
、
一

般
論
と
し
て
こ
れ
を
認
め
る
）
1
現
行
民
事
執
行
法
（
一
九
五

条
）
は
商
事
留
置
権
に
基
づ
く
不
動
産
競
売
を
認
め
て
い
る
（
近
藤

崇
晴
・
注
解
民
事
執
行
法
（
5
）
＝
九
八
五
年
］
三
五
六
頁
）
。
法

定
担
保
物
権
で
あ
る
留
置
権
は
当
事
者
が
設
定
の
意
思
を
有
す
る
こ

と
に
よ
り
成
立
す
る
の
で
は
な
い
（
田
邊
・
前
掲
・
金
融
法
務
事
情

一
四
八
四
号
一
三
頁
）
。
法
秩
序
全
体
の
整
合
性
に
つ
い
て
の
疑
問

は
立
法
論
の
領
域
に
属
す
る
（
田
邊
・
前
掲
・
金
融
法
務
事
情
一
四

八
四
号
二
二
頁
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
肯
定
説
・
否
定
説
を
み
て
み
る
と
、
商
法
五
二
一

条
の
文
言
が
不
動
産
を
排
除
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
平
成
八
年

判
決
よ
り
も
こ
れ
に
対
す
る
批
判
の
方
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
る

（
久
留
島
隆
「
東
京
高
判
平
成
八
年
五
月
二
八
日
・
判
例
研
究
」
金

融
・
商
事
判
例
一
〇
〇
六
号
コ
九
九
六
年
］
四
五
頁
、
栗
田
陸
雄

「
①
②
判
決
・
判
例
批
評
」
判
例
評
論
四
七
八
号
（
一
九
九
八
年
）
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四
五
頁
、
榎
本
要
「
②
判
決
・
判
例
研
究
」
書
研
所
報
四
四
号
＝

九
九
九
年
］
一
六
四
頁
）
。

四
、
次
に
、
二
＠
の
「
占
有
」
の
問
題
。
①
事
件
で
は
宅
地
造
成
工

事
が
行
わ
れ
た
土
地
（
甲
）
が
対
象
と
さ
れ
た
た
め
、
X
は
土
地
そ

の
も
の
を
直
接
に
占
有
状
態
に
置
い
て
お
り
、
こ
れ
が
商
法
五
二
一

条
の
占
有
に
あ
た
る
と
い
え
る
に
は
ど
の
程
度
の
事
実
関
係
が
あ
れ

ば
よ
い
か
と
い
う
点
の
み
が
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
②
事

件
で
は
、
建
物
建
築
請
負
人
が
上
棟
し
た
建
物
（
乙
。
Z
は
契
約
成

立
時
払
い
の
請
負
代
金
四
一
〇
〇
万
円
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
、
Z

倒
産
後
建
築
工
事
は
中
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
平
成
五
年

九
月
二
八
日
に
Z
名
義
の
保
存
登
記
が
経
由
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

乙
建
物
は
上
棟
時
以
降
注
文
主
Z
の
所
有
に
属
し
た
と
②
判
決
は
判

断
し
て
い
る
）
を
占
有
し
て
い
る
場
合
に
、
さ
ら
に
敷
地
（
丙
）
に

ま
で
商
人
問
留
置
権
成
立
に
必
要
な
占
有
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
が

問
題
と
な
っ
た
。

　
事
実
関
係
を
み
る
と
、
①
事
件
で
は
、
平
成
三
年
三
月
一
日
か
ら

同
年
六
月
一
三
日
ま
で
の
間
、
す
な
わ
ち
本
件
宅
地
造
成
工
事
完
成

に
よ
り
Z
の
残
代
金
債
務
の
弁
済
期
が
到
来
し
た
同
年
五
月
末
こ
ろ

に
は
、
「
X
は
、
…
…
、
第
三
者
が
本
件
宅
地
造
成
工
事
現
場
に
立

ち
入
ら
な
い
よ
う
に
入
り
口
を
バ
リ
ケ
ー
ド
で
封
鎖
し
、
隣
接
す
る

道
路
と
の
境
界
に
も
ロ
ー
プ
や
鉄
パ
イ
プ
類
で
仮
囲
い
し
て
本
件
土

地
［
甲
］
を
管
理
し
て
い
」
た
。
同
年
六
月
ご
二
日
以
降
Z
が
破
産

宣
告
を
受
け
た
同
年
七
月
一
一
日
ま
で
の
間
は
、
「
本
件
土
地
に
対

す
る
占
有
は
必
ず
し
も
万
全
と
は
い
え
な
い
」
が
、
「
ガ
ー
ド
マ
ン

ボ
ッ
ク
ス
設
置
後
の
平
成
三
年
七
月
一
日
な
い
し
四
日
、
同
月
一
〇

日
に
は
X
の
社
員
が
本
件
土
地
に
赴
い
て
状
況
を
確
認
し
て
お
り
、

現
に
第
三
者
に
よ
っ
て
本
件
土
地
の
占
有
が
侵
害
さ
れ
る
な
ど
の
事

情
も
な
い
ま
ま
破
産
宣
告
を
む
か
え
て
い
る
」
。
②
事
件
で
は
、
「
X

は
、
平
成
二
年
二
一
月
一
七
日
、
起
工
式
を
行
っ
た
後
、
杭
工
事
終

了
後
の
基
礎
工
事
段
階
に
お
い
て
は
本
件
土
地
［
丙
］
の
周
囲
に
鉄

パ
イ
プ
に
よ
る
仮
囲
い
を
施
し
、
外
側
を
社
名
入
り
の
シ
ー
ト
で
囲

っ
て
お
り
、
基
礎
工
事
が
完
了
し
て
躯
体
工
事
の
段
階
に
入
っ
た
後

は
、
枠
組
足
場
の
外
側
を
メ
ッ
シ
ュ
シ
ー
ト
で
覆
っ
た
う
え
、
本
件

土
地
の
周
囲
を
社
名
入
り
の
バ
リ
ケ
ー
ド
で
仮
囲
い
し
、
右
バ
リ
ケ

ー
ド
に
立
入
禁
止
の
札
を
掛
け
て
現
場
を
保
全
し
て
い
た
」
。
そ
し

て
、
「
X
は
、
Z
が
倒
産
し
た
平
成
三
年
六
月
二
二
日
以
降
の
工
事

を
中
止
し
、
同
月
中
は
、
本
件
土
地
付
近
の
ア
。
バ
ー
ト
に
職
員
を
常

駐
さ
せ
、
同
年
七
月
以
降
は
本
件
建
物
を
職
員
に
巡
回
さ
せ
て
い
た

が
、
同
年
七
月
中
旬
こ
ろ
、
本
件
土
地
の
周
囲
に
バ
リ
ケ
ー
ド
の
代

り
に
社
名
入
り
の
青
色
ト
タ
ン
塀
を
巡
ら
せ
、
入
り
口
を
一
箇
所
設

け
て
こ
れ
に
施
錠
し
た
う
え
、
右
入
り
口
に
立
入
禁
止
の
表
示
を
な

し
た
」
。
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ま
ず
、
①
事
件
。
甲
地
の
宅
地
造
成
工
事
残
代
金
債
権
の
弁
済
期

が
到
来
し
た
平
成
三
年
五
月
末
こ
ろ
、
お
よ
び
乙
建
物
建
築
工
事
に

つ
い
て
の
上
棟
時
払
い
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
た
同
年
六
月
一
日

に
お
い
て
は
、
上
記
事
実
関
係
か
ら
X
に
よ
る
甲
地
の
占
有
が
認
め

ら
れ
る
と
す
る
①
判
決
の
判
断
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。
Z
の
破
産
に

よ
り
X
の
商
人
間
留
置
権
は
特
別
の
先
取
特
権
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
（
破
産
法
九
三
条
一
項
）
、
留
置
権
は
対
象
物
の
占
有
者

に
認
め
ら
れ
る
担
保
物
権
で
あ
る
か
ら
、
X
が
右
先
取
特
権
を
主
張

す
る
に
は
Z
の
破
産
宣
告
時
ま
で
甲
地
の
占
有
を
継
続
す
る
必
要
が

あ
り
（
占
有
喪
失
に
よ
り
留
置
権
は
消
滅
す
る
［
民
法
三
〇
二
条
本

文
］
）
、
こ
の
点
に
関
す
る
①
判
決
の
理
解
も
正
当
で
あ
る
（
も
っ
と

も
、
債
務
者
破
産
の
場
合
に
は
商
人
間
留
置
権
の
目
的
物
に
対
す
る

留
置
的
効
力
は
失
わ
れ
る
、
と
の
①
判
決
の
解
釈
は
検
討
課
題
で
あ

り
、
後
述
［
五
］
す
る
）
。
平
成
三
年
六
月
二
二
日
以
降
Z
の
破
産

宣
告
ま
で
の
問
は
、
X
の
甲
「
地
に
対
す
る
占
有
は
必
ず
し
も
万
全

と
は
い
え
な
い
」
が
、
前
記
事
実
関
係
の
も
と
で
は
、
「
X
の
本
件

土
地
に
対
す
る
占
有
は
破
産
者
の
破
産
宣
告
ま
で
継
続
し
て
い
た
と

認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
す
る
①
判
決
の
判
断
も
妥
当
で
あ

ろ
う
（
も
っ
と
も
、
限
界
事
例
と
い
え
よ
う
か
）
。

　
次
に
、
②
事
件
。
②
判
決
は
、
敷
地
に
対
す
る
占
有
は
建
物
に
対

す
る
占
有
の
反
射
的
効
果
と
し
て
の
問
接
的
占
有
に
過
ぎ
ず
、
商
人

間
留
置
権
成
立
に
必
要
な
占
有
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
こ
の

点
同
様
に
、
請
負
人
の
敷
地
に
対
す
る
占
有
権
原
は
建
物
建
築
工
事

の
施
工
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
そ
れ
以
外
の
利
用
は
認

め
ら
れ
な
い
と
す
る
所
説
も
主
張
さ
れ
て
い
る
（
栗
田
哲
男
「
建
築

請
負
に
お
け
る
建
物
所
有
権
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
金
融
法
務

事
情
二
二
三
三
号
コ
九
九
二
年
］
二
一
頁
、
定
本
和
也
H
平
吉
由

佳
「
②
判
決
・
判
例
研
究
」
書
研
所
報
四
四
号
［
一
九
九
九
年
］
一

六
三
頁
、
宗
田
親
彦
・
新
訂
破
産
法
概
説
［
二
〇
〇
一
年
］
三
二
八

頁
注
（
鵬
）
）
。
し
か
し
、
間
接
的
占
有
も
占
有
に
他
な
ら
な
い
し
、

動
産
や
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
占
有
権
原
が
論
じ
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
確
か
に
、
建
物
と
は
別
個
の
不
動
産
で
あ
る
敷
地

に
対
す
る
商
人
間
留
置
権
を
論
じ
る
点
に
特
殊
性
は
あ
る
か
も
し
れ

な
い
ー
し
た
が
っ
て
、
不
動
産
一
般
の
問
題
で
も
な
い
。
け
れ
ど

も
、
商
人
間
留
置
権
は
被
担
保
債
権
と
留
置
物
と
の
間
に
牽
連
性
を

要
し
な
い
の
に
、
敷
地
に
つ
い
て
の
み
占
有
権
原
が
制
限
的
に
論
じ

ら
れ
る
の
は
（
［
三
］
で
の
検
討
参
照
）
、
い
か
な
る
論
理
に
基
づ
く

の
か
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
（
河
野
玄
逸
「
抵
当
権
と
先
取
特
権
、

留
置
権
と
の
競
合
」
銀
行
法
務
2
1
五
一
一
号
＝
九
九
五
年
］
九
五

～
九
六
頁
、
田
邊
・
前
掲
・
金
融
法
務
事
情
一
四
八
四
号
一
五
頁
、

榎
本
・
前
掲
一
六
四
～
一
六
五
頁
参
照
）
。
む
し
ろ
、
競
合
す
る
抵

当
権
を
優
先
さ
せ
た
い
と
の
結
論
が
先
走
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
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う
か
（
秦
光
昭
「
不
動
産
に
対
す
る
商
事
留
置
権
の
成
否
と
債
務
者

破
産
後
の
効
力
」
金
融
・
商
事
判
例
一
〇
六
〇
号
［
一
九
九
九
年
］

三
九
～
四
〇
頁
、
榎
本
・
前
掲
一
六
五
頁
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
理

由
で
建
物
敷
地
だ
け
特
別
に
扱
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
（
建
物
建
築

請
負
人
の
有
す
る
債
権
と
敷
地
と
の
間
の
牽
連
性
を
肯
定
す
る
こ
と

に
よ
り
、
特
別
扱
い
の
理
由
に
疑
問
を
呈
す
る
、
道
垣
内
弘
人
「
建

物
建
築
請
負
人
の
敷
地
へ
の
商
事
留
置
権
の
成
否
」
金
融
法
務
事
情

一
四
六
〇
号
［
］
九
九
六
年
］
五
七
頁
参
照
）
、
実
は
占
有
権
原
が

問
題
な
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
占
有
権
原
に
よ
る
商
人
間
留
置
権

の
限
定
化
は
（
商
人
間
留
置
権
は
限
ら
れ
た
目
的
の
た
め
の
占
有
で

も
っ
て
成
立
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
一
旦
成
立
し
た
以
上
、
商

人
問
留
置
権
自
体
が
占
有
権
原
と
な
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
［
河

野
玄
逸
「
東
京
高
決
平
成
六
年
二
↓
月
一
九
日
・
判
例
批
評
」
銀
行

法
務
2
1
五
二
号
（
一
九
九
六
年
）
四
一
～
四
三
頁
、
山
崎
敏
充

「
建
築
請
負
代
金
に
よ
る
敷
地
へ
の
留
置
権
行
使
」
金
融
法
務
事
情

一
四
三
九
号
（
一
九
九
六
年
）
六
四
～
六
五
頁
］
）
、
論
理
的
に
疑
問

が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
問
題
の
真
の
所
在
を
隠
し
て
し
ま
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
（
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
事
件
に
お
け
る
結
論
の

具
体
的
妥
当
性
な
の
か
、
現
行
制
度
間
の
調
整
を
立
法
論
と
し
て
と

り
あ
げ
る
べ
き
場
合
な
の
か
。
後
者
の
場
合
に
商
人
間
留
置
権
制
度

に
何
ら
か
の
問
題
が
あ
る
の
か
）
。
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
債

務
者
と
の
間
に
お
け
る
商
行
為
で
あ
る
建
物
建
築
請
負
契
約
に
よ
っ

て
債
権
者
た
る
建
設
会
社
が
債
務
者
所
有
の
建
物
敷
地
の
占
有
を
取

得
し
た
の
で
あ
り
（
建
物
建
築
請
負
代
金
債
権
等
と
建
物
敷
地
と
の

間
に
牽
連
性
は
不
要
）
、
建
設
会
社
が
建
物
の
敷
地
に
対
し
て
ど
の

程
度
の
物
理
的
支
配
を
及
ぽ
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
だ
け
で

あ
ろ
う
（
占
有
権
原
は
関
係
な
い
か
ら
、
建
物
所
有
権
が
注
文
主
と

建
設
会
社
と
の
ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
か
も
敷
地
占
有
に
関
し
て
は
考

慮
す
る
必
要
は
な
い
［
河
野
・
前
掲
・
銀
行
法
務
21
五
］
一
号
九
五

頁
、
榎
本
・
前
掲
一
六
四
頁
］
）
　
　
敷
地
に
対
し
て
外
形
的
、
排

他
的
な
支
配
状
態
を
有
す
る
場
合
に
は
占
有
が
あ
る
と
い
え
よ
う

（
田
邊
・
前
掲
・
金
融
法
務
事
情
一
四
八
四
号
］
五
～
一
六
頁
）
。
そ

し
て
、
前
記
事
実
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
甲
地
の
宅
地
造
成
工
事
残
代

金
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し
た
平
成
三
年
五
月
末
こ
ろ
、
お
よ
び
乙

建
物
建
築
工
事
に
つ
い
て
の
上
棟
時
払
い
債
権
の
弁
済
期
が
到
来
し

た
同
年
六
月
一
日
に
お
い
て
、
X
は
乙
建
物
だ
け
で
な
く
丙
地
に
対

し
て
も
（
商
法
五
二
一
条
の
）
占
有
が
あ
り
（
栗
田
（
陸
）
・
前
掲

四
六
頁
）
、
さ
ら
に
、
Z
の
破
産
宣
告
時
ま
で
乙
建
物
お
よ
び
丙
地

の
占
有
を
継
続
し
て
い
た
と
解
す
べ
き
事
例
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

五
、
前
述
の
よ
う
に
、
債
務
者
破
産
の
場
合
に
は
、
破
産
法
九
三
条

一
項
に
よ
り
商
人
間
留
置
権
は
特
別
の
先
取
特
権
と
な
る
（
破
産
手
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続
に
よ
ら
ず
に
行
使
で
き
る
別
除
権
［
破
産
法
九
五
条
］
と
し
て
扱

わ
れ
る
［
破
産
法
九
二
条
］
）
。
こ
の
点
に
つ
き
、
①
②
判
決
は
、
同

条
項
の
「
趣
旨
は
、
取
引
の
安
全
の
見
地
及
び
商
事
留
置
権
の
担
保

力
を
尊
重
し
、
特
に
商
事
留
置
権
を
特
別
の
先
取
特
権
と
み
な
し
て

担
保
権
の
効
力
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
」
、
「
同
条

同
項
前
段
の
文
言
及
び
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
に
不
動
産
を

目
的
物
と
す
る
商
事
留
置
権
の
被
担
保
債
権
の
債
務
者
が
破
産
宣
告

を
受
け
た
場
合
に
は
、
右
商
事
留
置
権
の
目
的
物
に
対
す
る
留
置
的

効
力
は
失
わ
れ
、
破
産
管
財
人
の
占
有
に
帰
す
る
も
の
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
」
る
、
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
判
平
成
一
〇
年
七
月
一
四
日
民
集
五
二
巻
五
号
一

二
六
一
頁
（
以
下
、
平
成
］
0
年
最
判
と
呼
ぶ
）
は
、
「
破
産
財
団

に
属
す
る
手
形
の
上
に
存
在
す
る
商
事
留
置
権
を
有
す
る
者
は
、
破

産
宣
告
後
に
お
い
て
も
、
右
手
形
を
留
置
す
る
権
能
を
有
し
、
破
産

管
財
人
か
ら
の
手
形
の
返
還
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
い
う
（
同
旨
、
最
判
平
成
一
〇
年
七

月
一
四
日
金
融
・
商
事
判
例
一
〇
五
七
号
二
八
頁
）
。
そ
こ
で
、
①

②
判
決
と
平
成
一
〇
年
最
判
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
（
な
お
、
右

最
判
の
い
う
商
事
留
置
権
と
は
商
法
五
二
一
条
の
留
置
権
－
商
人

間
留
置
権
で
あ
る
）
。
つ
ま
り
、
右
最
判
が
手
形
の
特
殊
性
か
ら
手

形
の
場
合
に
だ
け
原
則
と
異
な
る
結
論
を
導
い
て
い
る
の
か
、
そ
う

で
は
な
く
①
②
判
決
と
矛
盾
す
る
も
の
な
の
か
、
で
あ
る
。

　
平
成
一
〇
年
最
判
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
け
だ
し
、
破
産
法
九

三
条
一
項
前
段
は
、
『
破
産
財
団
二
属
ス
ル
財
産
ノ
上
二
存
ス
ル
留

置
権
ニ
シ
テ
商
法
二
依
ル
モ
ノ
ハ
破
産
財
団
二
対
シ
テ
ハ
之
ヲ
特
別

ノ
先
取
特
権
ト
看
倣
ス
』
と
定
め
る
が
、
『
之
ヲ
特
別
ノ
先
取
特
権

ト
看
倣
ス
』
と
い
う
文
言
は
、
当
然
に
は
商
事
留
置
権
者
の
有
し
て

い
た
留
置
権
能
を
消
滅
さ
せ
る
意
味
で
あ
る
と
は
解
さ
れ
ず
、
他
に

破
産
宣
告
に
よ
っ
て
右
留
置
権
能
を
消
滅
さ
せ
る
旨
の
明
文
の
規
定

は
存
在
せ
ず
、
破
産
法
九
三
条
一
項
前
段
が
商
事
留
置
権
を
特
別
の

先
取
特
権
と
み
な
し
て
優
先
弁
済
権
を
付
与
し
た
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、

同
項
後
段
に
定
め
る
他
の
特
別
の
先
取
特
権
者
に
対
す
る
関
係
は
と

も
か
く
、
破
産
管
財
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
は
、
商
事
留
置
権

者
が
適
法
に
有
し
て
い
た
手
形
に
対
す
る
留
置
権
能
を
破
産
宣
告
に

よ
っ
て
消
滅
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
特
別
の
先
取
特
権
の
実
行
が
困
難

と
な
る
事
態
に
陥
る
こ
と
を
法
が
予
定
し
て
い
る
も
の
と
は
考
え
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
破
産
法
九
三
条
一
項

の
文
言
（
留
置
権
能
を
消
滅
さ
せ
る
旨
の
明
文
規
定
で
は
な
い
と
い

う
消
極
的
解
釈
）
と
趣
旨
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由

だ
と
手
形
に
の
み
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か

も
、
前
記
の
よ
う
に
、
①
②
判
決
の
根
拠
も
同
条
項
の
文
言
と
趣
旨

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
論
理
に
関
す
る
限
り
、
平
成
一
〇
年
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最
判
と
①
②
判
決
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
破
産
法
九
三
条
二
項
は
破
産
宣
告
に
よ
り
民
事
留
置
権
が
失
効
す

る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
同
条
一
項
と
二
項
と
を
統
一
的
に
把
握
す

る
と
（
平
成
一
〇
年
最
判
の
原
審
判
決
で
あ
る
大
阪
高
判
平
成
六
年

九
月
一
六
日
民
集
五
二
巻
五
号
一
二
八
九
頁
は
』
般
の
留
置
権
は

破
産
手
続
上
そ
の
効
力
を
失
う
と
さ
れ
て
い
る
が
（
同
条
二
項
）
、

商
事
留
置
権
は
、
商
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
特
に
そ
の
担
保
力
を
尊

重
す
る
必
要
か
ら
、
特
別
の
先
取
特
権
と
し
て
の
効
力
が
付
与
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
留
置
権
と
し
て
の
効
力
は
、
原
則
ど

お
り
失
効
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
い
う
）
、
商

事
留
置
権
は
特
別
先
取
特
権
に
転
化
し
留
置
権
と
し
て
は
失
効
す
る
、

と
い
う
構
成
を
破
産
法
は
採
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
破

産
管
財
人
に
対
す
る
関
係
に
限
定
し
て
も
、
商
事
留
置
権
者
は
特
別

の
先
取
特
権
が
与
え
ら
れ
（
競
売
に
お
い
て
は
消
除
主
義
に
よ
り
担

保
権
が
消
除
さ
れ
担
保
権
者
は
配
当
金
を
受
け
る
）
し
か
も
留
置
権

能
を
失
わ
な
い
（
引
受
主
義
に
よ
り
、
担
保
権
者
は
配
当
は
受
け
ら

れ
な
い
が
、
買
受
人
は
被
担
保
債
権
を
弁
済
し
な
け
れ
ば
目
的
物
の

引
渡
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
、
と
の
平
成
一
〇
年
最
判
の
解

釈
を
と
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
（
右
最
判
に
対
し
て
、
田
高
寛
貴

「
民
法
判
例
レ
ビ
ュ
ー
6
0
担
保
（
①
②
判
決
・
判
例
研
究
）
」
判
例
タ

イ
ム
ズ
九
六
五
号
［
一
九
九
八
年
］
五
一
頁
は
、
破
産
手
続
の
早
期

遂
行
の
要
請
に
優
先
さ
せ
て
ま
で
留
置
的
効
力
を
残
存
さ
せ
る
だ
け

の
利
益
保
護
の
必
要
は
な
い
と
さ
れ
、
山
本
克
己
「
①
判
決
・
判
例

評
論
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
八
号
［
一
九
九
九
年
］
一
四
九
頁

は
、
不
動
産
競
売
法
の
基
本
的
な
枠
組
み
に
反
す
る
、
と
さ
れ
る
。

破
産
管
財
人
に
対
す
る
関
係
に
限
定
す
る
把
握
自
体
、
問
題
の
所
在

が
留
置
権
能
の
有
無
と
い
う
一
般
論
に
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
）
。
ま
た
、
民
事
留
置
権
が
成
立
す
る
場
合
に
は
同
時
に
特
別
の

先
取
特
権
も
成
立
す
る
こ
と
が
た
と
え
多
い
と
し
て
も
、
立
法
論
は

別
に
し
て
、
成
立
要
件
が
緩
や
か
な
商
事
留
置
権
を
破
産
の
場
合
に

民
事
留
置
権
よ
り
も
さ
ら
に
有
利
に
扱
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
実
質

的
根
拠
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
銀
行
が
手
形
割
引
の
依
頼
や
取
立
委
任

を
受
け
て
占
有
し
て
い
る
手
形
（
通
例
、
銀
行
に
商
人
問
留
置
権
が

成
立
す
る
）
に
つ
い
て
、
銀
行
は
そ
れ
を
任
意
に
取
り
立
て
て
自
己

の
債
権
の
弁
済
に
充
当
す
る
取
り
扱
い
を
な
せ
る
旨
の
銀
行
取
引
約

定
書
規
定
（
全
国
銀
行
協
会
の
旧
銀
行
取
引
約
定
書
ひ
な
型
四
条
三

項
四
項
参
照
。
な
お
、
右
ひ
な
型
は
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
廃
止
さ
れ
、

以
後
に
お
い
て
は
、
全
国
銀
行
協
会
は
銀
行
取
引
約
定
書
ひ
な
型
を

制
定
・
公
表
し
な
い
旨
決
定
し
て
い
る
）
が
あ
り
、
平
成
一
〇
年
最

判
は
、
右
規
定
の
効
力
－
委
任
者
て
あ
る
取
引
先
が
破
産
宣
告
を

受
け
た
場
合
に
も
こ
の
よ
う
な
取
扱
を
有
効
に
な
せ
る
か
が
争
わ
れ
、

こ
れ
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
破
産
管
財
人
に
対

123



法学研究75巻3号（2002：3）

し
て
の
み
の
留
置
権
能
と
い
う
構
成
を
と
る
）
。
右
約
定
書
規
定
に

基
づ
く
銀
行
に
よ
る
手
形
の
任
意
処
分
権
（
平
成
一
〇
年
最
判
は
取

引
先
破
産
の
場
合
に
は
制
限
的
に
解
し
て
い
る
）
は
破
産
法
二
〇
四

条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
別
除
権
者
の
処
分
権
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
る

の
で
（
田
邊
光
政
「
手
形
と
商
事
留
置
権
」
金
融
法
務
事
情
一
四
二

四
号
［
一
九
九
五
年
］
二
五
～
二
六
頁
、
佐
久
間
弘
道
「
平
成
一
〇

年
最
判
・
所
感
」
金
融
法
務
事
情
一
五
二
二
号
［
一
九
九
八
年
］
七

頁
。
な
お
、
商
人
間
留
置
権
の
留
置
権
能
は
失
効
す
る
こ
と
を
前
提

に
、
石
川
明
「
大
阪
高
判
平
成
六
年
九
月
一
六
日
・
判
例
批
評
」
判

例
評
論
四
四
〇
号
［
一
九
九
五
年
］
五
二
頁
、
今
井
克
典
「
手
形
の

商
事
留
置
権
」
金
融
法
務
事
情
一
五
〇
五
号
コ
九
九
八
年
］
九

～
一
〇
頁
は
、
右
任
意
処
分
権
と
の
関
係
で
留
置
権
能
が
認
め
ら
れ

る
と
さ
れ
、
谷
口
安
平
「
商
事
留
置
権
あ
る
手
形
と
破
産
手
続
」
銀

行
法
務
21
五
五
五
号
［
一
九
九
八
年
］
二
頁
は
、
別
除
権
実
行
の

た
め
に
占
有
が
破
産
法
上
正
当
化
さ
れ
る
と
さ
れ
、
山
本
和
彦
「
破

産
と
手
形
商
事
留
置
権
の
効
力
」
金
融
法
務
事
情
一
五
三
五
号
［
一

九
九
九
年
］
二
頁
［
同
旨
、
山
本
（
克
）
・
前
掲
一
五
一
頁
］
も
、

銀
行
取
引
約
定
書
規
定
が
任
意
処
分
権
と
併
せ
て
換
価
の
た
め
の
占

有
権
原
を
も
定
め
て
い
る
と
さ
れ
る
）
、
最
判
の
結
論
を
導
く
の
に

は
こ
の
点
を
指
摘
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
（
な
お
、
判
例
に
よ
る
と
、

民
事
留
置
権
が
失
効
す
る
取
引
先
破
産
の
場
合
に
は
、
商
人
性
が
否

定
さ
れ
る
信
用
金
庫
や
信
用
組
合
な
ど
は
、
同
内
容
の
取
引
約
定
書

規
定
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
に
基
づ
く
処
分
が
許
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
る
［
最
判
昭
和
六
三
年
一
〇
月
一
六
日
民
集
四
二

巻
八
号
五
七
五
頁
参
照
］
）
　
　
破
産
法
二
〇
四
条
一
項
の
処
分
権

の
範
囲
内
に
お
い
て
破
産
管
財
人
へ
の
手
形
引
渡
を
拒
め
る
（
鈴
木

正
裕
「
大
阪
高
判
平
成
九
年
三
月
二
五
日
・
判
例
評
論
」
私
法
判
例

リ
マ
ー
ク
ス
一
六
号
コ
九
九
八
年
］
一
五
九
頁
、
鳥
山
恭
一
「
最

判
平
成
一
〇
年
七
月
一
四
日
・
判
例
解
説
」
平
成
一
〇
年
度
重
要
判

例
解
説
□
九
九
九
年
］
二
一
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
、
平
成
一
〇

年
最
判
の
事
案
は
商
事
留
置
権
の
留
置
権
能
を
肯
定
し
な
く
て
も
解

決
し
う
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
案
の
解
決
の
た
め
だ

け
に
、
そ
の
対
象
物
の
如
何
を
問
わ
ず
破
産
宣
告
後
も
商
事
留
置
権

の
留
置
権
能
は
失
効
し
な
い
と
い
う
一
般
原
則
を
導
く
の
だ
と
す
れ

ば
、
平
成
一
C
年
最
判
に
は
な
お
さ
ら
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
（
生

じ
う
る
具
体
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
田
原
睦
夫
「
平
成
一
〇
年

最
判
・
所
感
」
金
融
法
務
事
情
一
五
二
二
号
［
一
九
九
八
年
］
二

頁
、
山
本
（
克
）
・
前
掲
一
五
〇
～
一
五
一
頁
参
照
）
。

　
な
お
、
①
判
決
は
、
X
の
特
別
先
取
特
権
（
商
人
問
留
置
権
が
転

化
し
た
も
の
）
と
Y
の
根
抵
当
権
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
抗
要
件
l

l
占
有
（
商
人
間
留
置
権
成
立
時
点
の
平
成
三
年
五
月
末
こ
ろ
）
と

登
記
（
平
成
三
年
四
月
一
日
）
の
先
後
に
よ
り
優
劣
を
決
す
べ
き
だ
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と
の
立
場
か
ら
根
抵
当
権
者
Y
を
優
先
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場

に
お
い
て
は
、
Z
破
産
後
の
X
の
留
置
権
能
の
有
無
は
問
題
と
す
る

必
要
が
な
か
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
栗
田
（
陸
）
・
前
掲
四
四

頁
）
。
も
っ
と
も
、
①
判
決
は
留
置
権
能
失
効
を
前
提
と
し
て
X
の

特
別
先
取
特
権
の
優
劣
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
即

断
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
判
決
は
、
建
物
建
築
請
負
人

X
の
建
物
敷
地
に
対
す
る
占
有
（
商
人
間
留
置
権
）
を
認
め
な
い
。

こ
の
よ
う
な
前
提
を
と
る
限
り
（
前
述
［
四
］
の
よ
う
に
こ
の
よ
う

な
立
場
に
は
疑
問
が
あ
る
）
、
Z
破
産
後
の
X
の
乙
建
物
に
対
す
る

留
置
権
能
の
有
無
は
、
敷
地
に
関
す
る
配
当
が
問
題
と
さ
れ
た
②
判

決
の
結
論
を
左
右
し
な
い
（
栗
田
（
陸
）
・
前
掲
四
六
頁
参
照
）
。

六
、
②
判
決
で
は
、
商
人
間
留
置
権
が
転
化
し
た
特
別
の
先
取
特
権

と
抵
当
権
と
が
競
合
す
る
場
面
を
認
め
な
い
か
ら
、
両
担
保
権
間
の

優
劣
問
題
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
両
者

は
競
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
優
劣
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
①
判
決
で
は
、
甲
地
①
～
④
に
つ
き
右
特

別
先
取
特
権
と
根
抵
当
権
が
競
合
す
る
。

　
こ
れ
を
現
行
法
制
度
に
則
し
て
み
て
み
よ
う
。
留
置
権
は
占
有
物

を
留
置
で
き
る
法
定
担
保
物
権
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
占
有
物
に
た
と

え
他
の
担
保
権
が
成
立
し
て
い
て
も
ー
対
抗
問
題
を
生
じ
る
こ
と

な
く
、
留
置
権
者
は
占
有
を
喪
失
し
な
い
限
り
留
置
権
を
主
張
で
き

る
（
立
法
論
は
と
も
か
く
と
し
て
、
商
事
留
置
権
も
同
様
で
あ
る
）
。

す
で
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
不
動
産
に
つ
い
て
留
置
権
が
成

立
し
た
場
合
に
も
、
留
置
権
者
は
留
置
権
を
主
張
で
き
、
抵
当
権
が

実
行
さ
れ
て
も
結
果
と
し
て
優
先
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

（
民
事
執
行
法
五
九
条
四
項
参
照
）
。
一
方
で
、
債
務
者
破
産
に
際
し

て
は
、
留
置
権
は
失
効
し
、
た
だ
商
事
留
置
権
は
特
別
先
取
特
権
に

転
化
す
る
（
前
述
［
五
］
の
よ
う
に
留
置
権
能
は
失
効
す
る
）
。
こ

の
点
、
①
判
決
は
、
留
置
権
能
は
失
効
す
る
と
し
な
が
ら
、
商
事
留

置
権
の
転
化
し
た
特
別
先
取
特
権
と
（
根
）
抵
当
権
の
優
劣
は
、
対

抗
要
件
具
備
時
点
の
先
後
に
よ
っ
て
決
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
右

特
別
先
取
特
権
の
対
抗
要
件
具
備
時
は
商
人
問
留
置
権
成
立
時

占
有
取
得
時
だ
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
商
事
留
置
権
が
転
化
し

た
特
別
先
取
特
権
は
他
の
特
別
先
取
特
権
に
劣
後
す
る
（
破
産
法
九

三
条
一
項
後
段
）
。
特
別
先
取
特
権
の
中
の
不
動
産
先
取
特
権
で
最

も
順
位
が
低
い
の
は
不
動
産
売
買
先
取
特
権
で
あ
る
が
（
民
法
三
三

一
条
一
項
・
三
二
五
条
）
、
不
動
産
売
買
先
取
特
権
と
抵
当
権
の
優

劣
は
登
記
の
先
後
に
よ
る
（
対
照
、
民
法
三
三
九
条
）
。
こ
の
よ
う

な
民
法
お
よ
び
破
産
法
の
構
成
か
ら
は
、
不
動
産
売
買
先
取
特
権
が

抵
当
権
に
劣
後
す
る
場
合
が
あ
る
以
上
、
不
動
産
売
買
先
取
特
権
に

常
に
劣
後
す
る
商
事
留
置
権
転
化
の
特
別
先
取
特
権
に
つ
い
て
、
抵

当
権
と
の
関
係
だ
け
の
優
劣
を
対
抗
要
件
に
よ
り
決
す
る
わ
け
に
は
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い
か
な
い
。
む
し
ろ
、
商
事
留
置
権
が
転
化
し
た
特
別
先
取
特
権
は

他
の
特
別
先
取
特
権
に
対
す
る
の
と
同
様
に
常
に
抵
当
権
に
も
劣
後

す
る
と
解
す
る
の
が
、
最
も
制
度
整
合
的
な
現
行
法
解
釈
と
い
え
よ

う
（
河
野
・
前
掲
・
銀
行
法
務
2
1
五
二
号
九
八
頁
、
田
高
・
前
掲

五
一
頁
、
山
本
（
和
）
・
前
掲
九
頁
、
山
本
（
克
）
・
前
掲
一
五
一

頁
）
。

七
、
以
上
を
要
す
る
に
、
不
動
産
に
対
し
て
も
商
法
五
二
一
条
の
商

人
間
留
置
権
は
成
立
し
（
②
判
決
に
賛
成
）
、
さ
ら
に
、
建
物
を
占

有
す
る
建
築
請
負
人
の
建
物
敷
地
に
対
す
る
商
人
問
留
置
権
も
認
め

う
る
（
②
判
決
に
反
対
）
。
し
か
し
、
債
務
者
破
産
に
よ
り
商
人
問

留
置
権
は
特
別
先
取
特
権
に
転
化
し
、
商
人
間
留
置
権
の
目
的
物
に

対
す
る
留
置
権
能
は
失
効
す
る
（
①
②
判
決
に
賛
成
）
。
そ
し
て
、

商
事
留
置
権
が
転
化
し
た
特
別
先
取
特
権
は
常
に
（
根
）
抵
当
権
に

劣
後
す
る
（
①
判
決
に
反
対
）
。
し
た
が
っ
て
、
X
の
請
求
を
棄
却

し
た
①
②
判
決
の
結
論
は
正
当
で
あ
る
。

八
、
X
の
仮
定
的
主
張
に
つ
い
て
。
X
は
、
②
事
件
に
お
い
て
、
丙

地
に
対
す
る
法
定
地
上
権
ま
た
は
使
用
貸
借
権
の
成
立
を
主
張
す
る
。

し
か
し
、
民
法
三
八
八
条
の
法
定
地
上
権
が
成
立
す
る
に
は
、
抵
当

権
設
定
当
時
に
お
い
て
地
上
に
建
物
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（
最
判
昭
和
三
六
年
二
月
一
〇
日
民
集
一
五
巻
二
号
一
二
九
頁
）
、
②

事
件
は
民
事
執
行
法
八
一
条
の
場
合
で
も
な
い
。
ま
た
、
自
己
所
有

の
建
物
（
乙
建
物
は
上
棟
時
か
ら
Z
の
所
有
に
属
す
る
と
②
判
決
は

判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
原
則
と
し
て
建
物
所
有
権
は
建
築
請
負
人

に
属
す
る
と
の
立
場
を
と
り
、
か
つ
、
法
定
賃
借
権
を
認
め
る
べ
き

旨
の
主
張
も
あ
る
［
米
倉
明
「
建
設
請
負
に
お
け
る
完
成
建
物
の
所

有
権
の
帰
属
に
つ
い
て
」
自
由
と
正
義
四
七
巻
三
号
（
一
九
九
六

年
）
八
一
頁
］
）
の
た
め
に
自
己
所
有
の
そ
の
建
物
敷
地
に
対
し
て

何
ら
か
の
利
用
権
を
設
定
す
る
法
的
手
段
は
現
行
法
上
存
在
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
②
判
決
に
お
い
て
X
の
右
主
張
を
退
け
た
部
分
は
正

当
で
あ
る
。

九
、
最
後
に
二
点
。
ま
ず
、
Z
の
破
産
管
財
人
A
の
申
し
立
て
た
甲

地
⑤
～
⑦
、
乙
建
物
お
よ
び
丙
地
に
対
す
る
強
制
競
売
は
、
別
除
権

者
の
換
価
権
と
の
関
係
で
剰
余
主
義
の
観
点
か
ら
問
題
と
な
り
う
る

（
栗
田
（
陸
）
・
前
掲
四
四
～
四
五
頁
・
四
六
頁
、
伊
藤
眞
・
破
産
法

［
全
訂
第
3
版
補
訂
版
］
［
二
〇
〇
一
年
」
四
二
〇
頁
［
注
」
7
8
参

照
）
。
ま
た
、
甲
地
③
④
は
、
少
な
く
と
も
Y
に
よ
る
競
売
申
立
時

点
で
は
B
の
所
有
に
属
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
B
が
同
地
を
所

有
す
る
に
至
っ
た
時
期
・
事
情
や
Z
と
B
の
関
係
は
判
決
文
か
ら
は

不
明
で
あ
る
。
同
地
に
対
す
る
X
の
商
人
間
留
置
権
の
成
立
、
存
続

に
つ
き
問
題
と
な
る
が
（
山
本
（
克
）
・
前
掲
一
四
八
頁
参
照
）
、
こ

の
点
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
　
爲
三
郎

126


